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特別調整交付金の額の算定に関する特例における結核性疾病 
及び精神病に係る額の算定基準の見直しについて 

 
 
標記にかかる特別調整交付金の額については、「国民健康保険の調整交付金等

の交付額の算定に関する省令（昭和 38 年厚生省令第 10 号。以下「算定省令」
という。）」附則第７条第１項第２号及び第３号の規定により、市町村における結
核性疾病及び精神病に係る額及び割合に応じて交付する額を定めているところ
である。 
また、結核性疾病及び精神病に係る額については、「国民健康保険の調整交付

金の交付額の算定に関する省令の施行等について」(昭和 38年３月 23日発保第
31 号。昭和 39 年３月 28 日厚生省発保第 23 号により改正。)により取り扱って
きたところであるが、今般、特別調整交付金の申請に係る事務負担の軽減等を目

的に、別添のとおり改正することとした。 
この基準に従って算定省令に規定する結核性疾病及び精神病に係る額の算定

を令和７年４月１日より行うこととするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴
管内の市町村に対して周知徹底を図られたく通知する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


